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はじめに 

 

アジアに近く、本州と九州の結節点に位置するという地理的特性を有している北九州市は、

古くから交通の要衝としての役割を果たしてきました。 

明治 22（1889）年、門司港が国の特別輸出港に指定され、明治 24（1891）年には九州

鉄道の起点として門司駅（現・門司港駅）が開業し、北九州市の陸海の物流拠点としての発展

が始まりました。 

本市のものづくりの歴史は、筑豊からの石炭と中国からの鉄鉱石の原料調達に優れた地理

性、また地震等の災害が少ないことから、官営八幡製鐵所の立地が決定したことに始まりまし

た。 

以来、本市は 100 年以上にわたり、我が国の「ものづくり」を支える街として発展してきまし

た。現在も、鉄鋼、化学、自動車、半導体関連の製造業をはじめ、環境、エネルギー関連企業な

ど幅広い産業が集積しています。その「ものづくり」を支えてきたのが『物流』です。 

物流は、市民生活や産業を支え、地方創生を推進する重要な社会インフラであり、人口減少

や新型コロナウイルス感染症の流行など社会環境の大きな変化の中にあっても、本市産業の

持続的な成長と安定的な市民生活を維持するため、その機能を十分に発揮させていく必要が

あります。 

近年、E コマース市場の急拡大や人材不足に直面する物流業界においては、デジタル化や

ロボット化等による作業効率化に加え、BCP（事業継続計画）や脱炭素の観点から輸送手段

の最適化（モーダルシフト）や物流拠点の再配置等の動きが加速しています。 

本市は、道路（九州自動車道・東九州自動車道・北九州都市高速道路・都市計画道路等）、

国際拠点港湾である北九州港、24 時間利用可能な北九州空港、鉄道（九州と本州を結ぶ全

ての貨物列車が停車するターミナル駅）など、物流を支えるインフラが整っています。さらに、北

九州空港の滑走路延長に向けた国の調査や多様な物流拠点を結びつける重要な道路である

下関北九州道路の国の調査も進むなど、本市の物流拠点としてのポテンシャルが更に高まっ

ています。 

そこで、物流を本市の主要な産業としてさらに発展させるため、「物流拠点構想」を策定しま

した。 

本市は、社会経済状況の変化に柔軟に対応し、また、多くの関係の皆様のご理解とご協力を

賜りながら、本構想に掲げる施策を着実に進め、物流拠点としての国際競争力の強化と地域

経済の活性化を図ってまいります。 

令和４年３月 
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第１章 物流拠点構想の策定について 

  １ 物流拠点構想策定の経緯 

（１）これまでの本市における物流施策 

本市は、アジア大陸に近く、さらに本州と九州の結節点に位置しており、交通の要衝として 

発展してきました。また、1901 年の官営八幡製鐵所操業開始以降、近代日本の工業化を支

えるものづくりのまちとして発展してきました。 

これらの本市の発展の過程における物流施策の重要性から、本市は 1998 年に北九州市

物流対策本部を設置し、翌 1999 年に物流の基本戦略である「北九州市物流拠点都市構

想」と、施策の方向性を示した「北九州市物流拠点都市づくり基本方針」を策定しました。そ

の後、基本方針については 2006 年と 2013 年の 2 度にわたり見直しを行ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）構想を新たに策定する経緯 

      上記のように、北九州市では「北九州市物流拠点都市構想」と、その基本方針に則り、こ

れまでも物流施策を推進してきました。 

      一方で、近年、E コマース市場の急拡大による輸送需要の増加や、ドライバー不足が深刻

化するなど物流業界を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。また、脱炭素やＳＤＧｓな

ど、新たな時代の要請に対応する必要も生じています。 

この様な変化に対応しつつ、陸海空の充実した交通網など本市が有する物流拠点として

のポテンシャルをさらに活かすため、新たに「北九州市物流拠点構想」を策定することとしま

した。 

      物流は企業活動には欠かせないものであり、市民生活を下支えする重要な産業です。その

ような物流は、物流に携わる数多くの民間事業者の方々によって支えられています。 

■本市のこれまでの物流施策・構想の体系 
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そのため、今回の構想の策定にあたっては、物流に携わる民間事業者の方々の声を反映す

べく、ヒアリング調査を重点的に行いました。また、時代の変化に対応した構想とするため、学

識経験者などにもアドバイスを求め、構想に反映できるよう努めました。 

      今回策定する構想に基づき施策を展開することで、本市のさらなる物流拠点化を目指しま

す。 

 

 

2 主要関連プロジェクトと物流拠点構想との関係性 

   本市における主要な計画、プロジェクト等について、概要を整理（抜粋）し、これらの取組と物

流拠点構想との関わりについて整理します。 

 

(１) 「元気発進！北九州」プラン 

○ 基本方針 

  産業づくり～元気で人が集まるまちをつくる 

大学や研究機関などの知的基盤の充実や産学連携による研究開発機能の強化、設

計・デザインや情報通信などの知識サービス産業の振興、港湾や空港、道路をはじめとす

る交通・物流基盤の充実などにより、付加価値の高いモノづくり産業を実現し、国際競争力

を強めます。あわせて、ものづくりを支える物流産業や新たな環境産業などにも力を入れま

す。 

  都市づくり～便利で快適なまちをつくる 

競争力のある産業づくりに向け、交通・物流ネットワークの強化を図るとともに、選択と集

中により、必要性の高い都市基盤の整備にも取り組み、国際物流拠点の形成を目指します。 

○ 基本計画 

  交通・物流ネットワークの強化 

港湾や空港、鉄道ターミナルなど、本市がこれまで整備してきた陸海空の多様な輸送モ

ードと充実した高速道路網を十分活かすため、環状放射型自動車専用道路ネットワークや

交通・物流拠点間を結ぶ幹線道路網の整備を推進していきます。 

  交通・物流基盤の整備 

本市における産業の競争力を強化し、市民の暮らしを支えるため、主要な幹線道路や国

道３号黒崎バイパス、都市計画道路戸畑枝光線などすでに取り組んでいる交通・物流ネッ

トワークの早期完成を図ります。また、将来にわたり必要と考えられる基盤整備を選択と集

中により進め、国際物流拠点の形成を目指します。 

① 港湾の機能強化 

② 北九州空港の整備・充実 

 

(２) 北九州市まち・ひと・しごと創生総合戦略（第２期） 

○ 基本目標 

  Ⅰ 北九州市に魅力あるしごとをつくり、安心して働けるようにする 
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○ 基本的方向 

  アジアに近く九州の玄関口である地理的特性に加え、24 時間利用可能な北九州空港や

東九州自動車道、黒崎バイパス等の物流ネットワークといった恵まれた社会資本を活用し、

交流人口の増加や、物流の拠点化につながる施策を進めていきます。 

  ロボット・自動車などリーディング産業の振興 

  航空関連産業の拠点化 

  風力発電関連産業の総合拠点の形成 

  北九州空港の大規模な集貨・集客 

  北九州空港の利用促進 

  北九州空港のアクセス強化 

  北九州空港の機能拡充 

  さらなる物流拠点化の推進・北九州港の利用促進 

  北九州港の利用促進 

 

(３) 北九州市 SDGｓ未来都市計画 

○ ３つの柱 

  経済「人と環境の調和により、新たな産業を拓く」 

○ 基本的な考え方 

  地域経済における自律的好循環の形成 

○ 具体的な取組 

  物流拠点都市としてのプレゼンス向上 

  陸海空全ての輸送モードに対応できる優位性を活かし、モーダルシフトの推進等により、

働き方改革や環境負荷低減などにもつながるニューノーマルの時代にふさわしい物流

拠点都市としてのプレゼンスを高めます。 

 

(４) 北九州市都市計画マスタープラン 

○ 都市計画の目標と方針 

  にぎわいと活力があるまちをつくる 

  都市活力の再生に向けて、産業活動及び人、もの、情報の交流が活発な、“にぎわいと

活力のあるまちづくり”を目指します。 

  既存の工業や商業の振興を図るとともに、アジアの先端産業都市の実現を目指した、

次世代産業の育成や特区などを活かした産業の立地及び振興を促進します。 

  多くの人々、産業、情報などの国際的な交流を活発にするために、交流が集中する拠

点地区の形成や、交通や情報のネットワークなどの交流機能の強化に向けたまちづく

りを進めます。 

  環境にやさしいまちをつくる 

  まちづくり全般において、地域の身近な環境から地球環境まで、あらゆる面で環境に

配慮していく、“環境にやさしいまちづくり”を目指します。 

  豊富な都市基盤や公共施設、土地資源や産業集積などを活用し、効率的・効果的な 

都市整備を進めていきます。 
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（５）北九州市道路整備中長期戦略 －魅力的で持続可能なみちづくり－ 

  ○ みちづくりの方向性 

  コンセプト  魅力的で持続可能なみちづくり 

  ビジョン 1 都市の発展と持続を支えるみちづくり 

  ビジョン 2 安全・安心で住みよいまちを支えるみちづくり 

  ビジョン 3 魅力あふれるまちを支えるみちづくり 

 

（６）北九州港長期構想 

  ○ 理念 

  「ものづくりを支え、まちを元気にする」 

  「人と地球にやさしく、世界の環境首都を支える」 

  ○ 将来像 

  「ものづくり産業を支える物流基盤としての港」 

  「災害に強く、いつも安全で、市民生活や企業活動を支える港」 

  「環境首都（環境モデル都市）にふさわしい港」 

  「多くの人が憩い・賑わう港」 

 

（７）北九州空港将来ビジョン 

○  「福岡空港と北九州空港の役割分担と相互補完」を考え方の基本とし、３つの将来像の実

現を目指す。 

  将来像１ 九州・西中国の物流拠点空港【物流】 

  将来像２ 北部九州の活発な交流を支える空港【交流】 

  将来像３ 航空関連産業の拠点空港【産業】 

 

（８）北九州市地球温暖化対策実行計画 

  ○ 基本的な考え方 

  環境と経済の好循環による脱炭素化を軸に、都市や企業の価値・競争力を高め、快適

で災害にも強く、誰もが暮らしやすい社会を実現します 

  ○ 温室効果ガスの削減目標 

  本市における「２０５０年のゼロカーボンシティ」の表明を踏まえ、２０５０年の目指すべき

姿（ゴール）として、市内の温室効果ガス排出の実質ゼロを目指し、２０３０年度の削減

目標（ターゲット）として、2013 年度比 47％以上削減することを掲げています。 

  ○ 脱炭素社会の実現に向けた５つの方向性 

  次の５つの方向性で２０５０年の脱炭素社会の実現を目指します 

  Ⅰ エネルギーの脱炭素化 

  Ⅱ イノベーションの推進 

  Ⅲ ライフスタイルの変革 

  Ⅳ 気候変動に適応する強靭なまち 

  Ⅴ 国際貢献 
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（９）主要な計画・プロジェクト等との関係性 

    このように、本市の基本構想・基本計画である「元気発進！北九州」プランをはじめとする各

種計画等において、まちづくりの重要な観点として、物流振興の考え方が組み込まれています。 

    今回策定する「北九州市物流拠点構想」は、他の計画と関連しながら、本市の物流施策に関

する基本的な考え方や、実施する施策を具体化する部門別計画の１つに位置付けられます。 

 

■主要な計画・プロジェクト等との関係図 
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第２章 物流を取り巻く現状について 

１ 全国的な物流を取り巻く現状 

     近年、E コマース市場の急拡大による輸送需要の増加や、ドライバー不足が深刻化する

など物流業界を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。また、脱炭素やＳＤＧｓなど、新

たな時代の要請に対応する必要も生じています。 

     構想の策定にあたっては、このような時代の変化に対応し、本市物流の活性化に資する

ものとするため、全国的な物流を取り巻く現状について、整理を行いました。 

 

（１）港湾貨物取扱量（外貿コンテナ貨物量・内航フェリー貨物量の推移） 

   本市には東西にコンテナターミナルがあり、中国、韓国、台湾を中心にアジア各

国の港と密に結びついています。また、新門司地区は関東、関西、四国と結ぶ西日

本最大級のフェリー基地となっています。 

   全国及び本市の港湾貨物取扱量（外貿コンテナ貨物量、内航フェリー貨物量）は、

以下のグラフのように推移しています。 

 

  外貿コンテナ貨物量は、全国、北九州港のいずれも長期的に増加傾向となって

います。 

  北九州港で取り扱う内航フェリー貨物量も 2015 年より新門司地区に就航して

いるフェリーが大型化したことにより、長期的には増加傾向となっています。 

（2020 年は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、外貿コンテナ貨物量・内航フェリ

ー貨物量ともに減少しています。） 
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（２）航空貨物取扱量（国際貨物取扱量及び国内貨物取扱量） 

   本市には、九州・中四国で唯一の 24 時間利用が可能な海上空港である北九州

空港が立地しています。 

全国及び北九州空港の航空貨物取扱量（国際貨物取扱量、国内貨物取扱量）は、

以下のグラフのように推移しています。 

 

 
 

 

 

 

  ここ 10 年間の全国的な航空貨物取扱量は概ね横ばいの状況となっています。 

  今後の航空貨物需要の見通しとして、国際航空貨物については半導体及び自動

車・電子部品など製造関連をはじめ、越境 EC 市場の更なる拡大が見込まれま

す。 

  北九州空港における 2020 年度の航空貨物取扱量（国内・国際）は過去最高と

なる 15,385t を記録しています。とりわけ、国際航空貨物取扱量は前年度比

（2019 年度）約 2.5 倍の 13,700t と急増しています。 

  この国際航空貨物取扱量の急増は、国際貨物定期便が増便（2 便→3 便）され

たことや、輸入貨物の取扱いが開始されたことによるものです。 

●全国の航空貨物取扱量（出所：国土交通省航空局「暦年・年度別空港管理状況調書」より作成） 

●北九州空港の航空貨物取扱量 

■国際貨物取扱量 ■国内貨物取扱量 

2006  2007  2008  2009  2010   2011  2012  2013  2014  2015   2016  2017  2018  2019  2020（年度） 
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 （３）国内貨物輸送量の推移 

   ①国内貨物輸送の機関分担率 

    全国の国内貨物輸送の機関分担率（どの輸送モードを使用して輸送されている

かの割合）は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

  全国の輸送機関別分担率は、トラックがトンベースで 91.6％、トンキロベ

ースで 51.3％を占めるなど基幹輸送モードになっており、その輸送力の維

持が重要と考えられます。 

 

  ②国内貨物輸送量の推移 

   全国の国内貨物輸送量の推移は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■トンベース           ■トンキロベース 

（出所：国土交通省各種統計資料より作成） 

（出所：国土交通省各種統計資料より作成） 

■トンベース 

■トンキロベース 
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  全国の国内貨物輸送量は、トンベース、トンキロベースとも、長期的に減

少傾向、近年は横ばいで推移しています。 

 

 （４）物流市場の変化（EC 市場の成長と宅配便の増加） 

    近年、通信販売などを中心に EC 市場は拡大を続けています。それに伴い、宅

配便も増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EC 市場は、2018 年には全体で約 18 兆円規模、うち物販分野で 9.3 兆円規模ま

で拡大しています。 

  また、EC 市場の拡大に伴い、宅配便の取扱い件数は 5 年間で約 6.7 億個、18.4％

増加しており、「ラストワンマイル」と言われる末端配送まで含めた貨物輸送

への需要は拡大しています。 

  さらに新型コロナウイルス感染症の拡大に伴ういわゆる「巣ごもり需要」の増

大などで直近の市場規模はさらに拡大していると見られます。 

 

（５）働き方改革関連法とトラック運送事業者 

      前述のようにトラック輸送は我が国の貨物輸送の根幹となっていますが、現在、その担

い手となるトラックドライバーの確保が大きな問題となっています。また、働き方改革関連

法に関連して、トラックドライバーの労働規制の強化が進んでいます。 

 

    ①トラックドライバーの有効求人倍率 
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  トラックドライバーの有効求人倍率は、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大による景気低迷等により、一時より低下したものの「2 倍」近くあり、

全職種平均の「1」に比べても高水準となっています。 

  いわゆる「募集しても集まらない」状況が続いており、ドライバー不足は

景気等による問題ではなく、構造的な問題となっています。 

 

   ②トラックドライバーの従業者数の推移と高齢化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  全国でトラックドライバーは、ピーク時より 213 千人減少しています。 

  さらにトラックドライバーの高齢化が顕著になっており、年齢による退職

者の補充が懸念されています。 

 

       ■トラックドライバーの需給予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  トラックドライバー需給の将来予測によると、2025 年には約 21 万人が、

2028 年には約 28 万人不足するとされています。 

  現時点でも不足状態とみられる中で、無理な就労が生じている可能性があ

ります。 

980千人

767千人

0

200

400

600

800

1,000
（千人）

道路貨物運送業における
⾃動⾞運転者従事者数の推移

出所︓国⼟交通省ホームページ

42.5歳

47.8歳

45.8歳

0 10 20 30 40 50

全産業

大型トラック

中小型トラック

（歳）

＋3.3歳

＋5.3歳

トラック運転者と全産業全職種の
平均年齢の⽐較

出所︓公益社団法⼈鉄道貨物協会の「平成３０年度本部委員会報告書」令和元年５⽉

2017年度 2020年度 2025年度 2028年度

需要量 1,090,701⼈ 1,127,246⼈ 1,154,004⼈ 1,174,508⼈

供給量 987,458⼈ 983,188⼈ 945,568⼈ 896,436⼈

過不⾜ ▲103,243⼈ ▲144,058⼈ ▲208,436⼈ ▲278,072⼈

2020 年 5 月 

出所：国土交通省ホームページ 
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    ③トラックドライバーの労働条件の実態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  トラックドライバーの成り手不足は、就労条件の悪さが原因の一つと考え

られます。 

  トラックドライバーの年間所得額は、全産業平均と比較して、大型トラッ

ク運転者で約 1割低く、中小トラック運転者で約 2 割低い状況となってい

ます。 

  また、トラックドライバーの年間労働時間は、全産業平均と比較して、大型トラック

運転者・中小型トラック運転者とも約 2 割長くなっています。 

 

 

 
 

  上記のトラックドライバーの長時間労働の一因には、荷待ち時間の発生（平均 1

時間 45 分）と荷役時間の発生(2 時間 40 分以上)が大きく影響しています。 

  １日の運行距離が 500 ㎞超の長距離輸送のドライバーの平均拘束時間は、16

時間を超えるなど、長時間労働が顕著となっています。 

 

    ④働き方改革関連法とトラックドライバー 

      働き方改革関連法に伴い、トラックドライバー労働条件の改善に向けて、今後、労働規

制の強化が予定されています。 

 

 

 

 

■1 運行あたりの拘束時間内訳         ■1 運行あたりの荷役時間の分布 

2015        2016        2017       2018       2019 2015        2016        2017       2018       2019 

 
（2015） 

出所：国土交通省、厚生労働省「トラック輸送状況の実態調査」（2015） 
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  トラックドライバーには 2024 年 4 月から年 960 時間の時間外労働の上限規

制が適用開始されます。 

  労働実態からすると、時間外労働年 960 時間超のドライバーが相当数いるとみ

られ、労働時間の短縮が不可避となってくると考えられます。 

  これらの労働規制強化により、トラック輸送コストの増大に繋がることも考えられ

ます。 

 

（６）物流施設の変遷 

    荷主企業や消費者のニーズが高度化・多様化していることにより、物流施設に対する

ニーズも時代とともに変遷を辿っています。 

 

 

■物流施設の変遷 

出所：国土交通省資料 
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（７）SDGｓへの対応 

地球環境問題や貧困問題などの世界的な拡大に伴い、これからの世界において「持 

続可能な開発目標」（Sustainable development Goals）をもって社会を変革してい

くことが掲げられています。 

      この取組みには、全ての産業界に求められており、日本経済団体連合会においても各

企業への働きかけを強めています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SDGs においては 17 の目標が設定されています。物流に特に関係性が強いのは

４つの目標であり、「経済成長と雇用」「インフラ，産業化，イノベーション」

「持続可能な都市」「持続可能な生産と消費」です。 
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  今後、荷主企業における物流の構築や物流企業の事業においても、これらの目

標に資する体制づくりが不可欠になると推測されます。 

 

（８）環境への配慮 

    2020 年 12 月 25 日に開催された第 6 回成長戦略会議において、「2050 年カーボ

ンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が公表されました。同戦略においては、今後の産

業として成長が期待される重要分野として、下記 14 産業につき、2050 年までの「実行

計画」が策定されています。 

    本市においても、2050 年の「ゼロカーボンシティ」を目指すことを表明しており、目標に

向けて、取組みを進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

  上記の実行計画に則り、物流分野においてもカーボンニュートラルを目指した

取組みが必要です。 

  さらに、2021 年 10 月 22 日には、地球温暖化対策計画が閣議決定されました。

同計画においては、2050 年のカーボンニュートラルに向けた中間目標として、

2030 年度に温室効果ガスを 2013 年度から 46％削減することが示されており、

物流を含めた運輸部門においても 35％の削減目標が設定されています。 

■重要分野における実行計画（物流分野抜粋） 

出所：「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」2020 年 12 月、内閣官房 

出所：「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」2020 年 12 月、内閣官房 
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（９）持続可能性の確保（BCP への配慮） 

    近年は、地震のみならず風水害等による大規模災害が多発しており、各企業では BCP

（事業継続計画(Business Continuity Plan)）の策定が求められています。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■近年の物流事業者の被災状況 

■BCP（業務継続計画）の必要性 
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  近年の災害の頻発性、激甚化から、安定した経済活動の遂行には、物流の強靭

化が必要です。そのためには、物流を継続する「BCP の策定」が必須となって

います。 

  BCP の策定状況は、年々増加しているものの、検討中含めて半数程度となって

います。 

  特に運輸・倉庫業では、15.9％に留まっており、今後の BCP 策定が急務となっ

ています。 

  また、BCP 策定に伴い、拠点の見直しや代替拠点のニーズが高まる可能性があ

ります。 

  

■BCP（業務継続計画）の策定状況 
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（１０）国の動向（総合物流施策大綱） 

    2021 年 6 月 15 日に政府における物流施策の指針を示し、関係省庁が連携して総

合的・一体的な物流施策の推進を図る「総合物流施策大綱（2021 年度～2025 年度）」

が閣議決定されました。 

 

 

 

  

出所：「総合物流施策大綱（2021 年度～2025 年度））」2021 年 6 月、国土交通省、経済産業省、農林水産省 
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２ 本市の物流の現状 

（１）九州及び福岡県を発着する貨物量 

  ①九州を発着する貨物量 

    本市を含めた九州を発着する貨物の輸送量については、以下のとおりです。 
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  貨物量の少ない航空を除いて、九州を発着する対本州側との自動車(トラ

ック)、鉄道、海運の貨物量をみると、全体量では九州発が九州着を上回る

貨物量となっています。 

  発貨物量の多さは主に海運による貨物量の差で、主に素材などバルク貨物

によるものです。 

  自動車や鉄道では着貨物量のほうが上回っており、陸上輸送では発貨物の

ほうが少なくなっています。 

 

②福岡県を発着する貨物量 

    本市を含めた福岡県を発着する貨物の輸送量については、以下のとおりです。 
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  福岡県を発着する対本州側との自動車(トラック)、鉄道、海運の貨物量を

みると、全体量では福岡県着が福岡県発を上回る貨物量の傾向となってい

ます。 

  福岡県発では海運の割合が福岡県着よりもやや高くなっており、大量輸送

貨物があると考えられます。 

  自動車や鉄道では相対的に着貨物量のほうが多く、福岡県だけを取り上げ

ればやや片荷傾向となっています。 

 

 

（２）九州及び福岡県を発着する自動車貨物量 

      九州及び福岡県を発着する全体の貨物量については、上記のとおりです。これをさらに

自動車貨物量に絞った場合、貨物量は以下のように推移しています。 

 

    ①九州を発着する自動車貨物量 
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  九州を発着する対本州側との自動車貨物量を福岡県とそれ以外の６県計

で比べると、発着とも福岡県が他６県を上回る傾向が続いており、九州内

において本州側との流動の中心となっていることが分かります。 

  特に着貨物においては福岡県が九州内で圧倒的に多い存在となっていま

す。人口や産業の集積の他、九州内への配送への拠点となっていることが

見て取れます。 

 

   ②福岡県を発着する自動車貨物量 
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  福岡県を発着する対本州側との自動車貨物量を地域別にみると、発着とも

近畿地方が最も多くなっています。また、関東地方や東海地方などの遠方

との間でも一定量の流動が見られます。 

  このような遠方との流動は、トラックドライバーの労働環境として厳しい

状況を生じさせている可能性があり、将来的な輸送力の確保に向けて、更

なる工夫の余地があることを窺わせます。 

  

 



23 

 

  （３）本市を発着する貨物量 

      全国貨物純流動調査（３日間流動調査）をもとに、本市を発着する貨物の分析を行い

ました。 

※「３日間流動調査」とは、３日間における出荷１件ごとの貨物の詳細な流動実態を調査す

るものです。全国貨物純流動調査の一内容となっており、5 年に 1 回の頻度で、全国規模

で調査が行われています。今回の分析は、現時点で最新の公表データである2015年10

月 20 日(火)～22 日(木)の３日間のデータに基づいて行っています。 

 

    ①本市の発着貨物量の動向 

      3 日間流動調査の結果、本市の発着貨物の全国及び九州発着貨物に占める割合に

ついては、以下のとおりです。 

 

 

 

  上記の表のとおり、本市の発貨物は、重量ベースで九州の発貨物の 19.8％、

件数ベースで 5.2％を占めています。件数ベースに対して、重量ベースの

割合が高くなっていることから、鉄鋼製品などの重量物が本市から多く発

送されていることが窺えます。 

  着貨物は、重量ベースで九州の着貨物の 13.4％、件数ベースで 7.4％を占

めています。 

 

 

 

■本市発貨物 

■本市着貨物 
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   ②本市の貨物輸送の機関分担率 

3 日間流動調査の結果、関東・近畿地方間における、本市発着貨物の機関分担率は、

以下のとおりです。 

 

 
 

 
 

  重量ベース、件数ベースの双方から総合的に見ると、トラックが本市の基

幹輸送モードとなっているといえます。 

  他方で、関東向け発貨物などでは、重量ベースで「海運（その他船舶）」が

高い割合となっています。これは、本市が製造業中心の産業構造であり、

コークスや鉄鋼製品などの重量物が在来船を使用して本市から輸送され

ているものと考えられます。 

■本市着貨物 

■本市発貨物 
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３ 本市のポテンシャルについて 

物流拠点構想の策定にあたり、本市が有する物流拠点としてのポテンシャルにつ

いて、整理を行いました。 
 

（１）地理的優位性 

  本市は、九州と本州の結節点に位置しており、九州から本州へ陸路で向かう際に

は必ず本市を通過しなければならないなど、交通の要衝となっています。 

  また、本市は東京と上海の中心に位置しており、発展著しいアジアのマーケット

に近い立地環境にあります。 

 
（２）充実した物流インフラ 

   本市は、陸（①充実した道路ネットワーク、②北九州貨物ターミナル駅）・海

（③北九州港）・空（④北九州空港）の充実した物流インフラを有しています。 

 

 

24 時間利⽤・ 
シーアンドエア輸送可能な 
国際空港 
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① 充実した道路ネットワーク 

  本市は、九州自動車道と東九州自動車道の結節点であり、高速道路網が充  

実しています。九州管内では、本市を起点に西回り、東回りの両方が可能

であることから、平時は効率的な配送が可能となり、災害時は物流ルート

の寸断リスクを低減することが可能となります。 

  さらに、平常時・災害時を問わない安定的な物流を確保・活性化するため、

都市計画道路をはじめとした広域道路ネットワークの整備を進めていま

す。 

  下関北九州道路が開通すると、西中国エリアの経済圏がさらに拡がり、物

流の面でも優位性が高まることが期待されています。 

 

 

   ② 鉄道（北九州貨物ターミナル駅） 

  本市には、鉄道貨物の拠点である北九州貨物ターミナル駅が立地していま

す。 

  同駅は、鹿児島本線と日豊本線の中継点となっており、九州～本州間の全

ての貨物列車が停車し、停車列車の大多数の荷役を行っていることから、

九州最大の便数を誇っています。また、同駅は 24 時間体制で鉄道貨物の

取扱いをサポートしています。 

  同駅の 2020 年度のコンテナ貨物取扱量は、90 万トンを超えており、全国

の貨物駅の中で第 6 位の取扱量となっています。 

  鉄道輸送は、輸送単位あたり※の CO2排出量が営業用トラックの約 13 分の

1 であり、環境負荷の少ない輸送方法へのモーダルシフトの担い手となる

ことが期待されています。 ※ 1 トンの貨物を 1 ㎞輸送した時に排出する CO2の量 

 

 

 

 

広域道路ネットワーク図 

 

都市の発展と持続を 

支えるみちづくり 

都市の強靭化に資する 
重要物流道路をはじめ 

とした、物流・人流を 
支える広域道路ネット 

ワークの構築 

 

（写真左：貨物列車 右：北九州貨物ターミナル駅） 

下関北九州道路 
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      ③ 北九州港 

  本市には、フェリーが 6航路、RORO 船が 2 航路就航しています。その行先

も首都圏、関西圏、中部、四国、沖縄と多岐にわたり、便数も充実してい

ます。 

  中でも新門司フェリーターミナルには、関西圏行き 3 航路、首都圏行き 2

航路が集積しており、西日本最大級の規模を誇っています。 

  海上輸送は、輸送単位あたり※の CO2 排出量が営業用トラックの約 6 分の

1 であり、環境負荷の少ない輸送方法へのモーダルシフトの担い手となる

ことが期待されています。 ※ 1 トンの貨物を 1 ㎞輸送した時に排出する CO2の量 

  

  本市は、東西に太刀浦コンテナターミナル、ひびきコンテナターミナルの

2 つのコンテナターミナルを有しています。 

  本市のコンテナターミナルは、中国、韓国、台湾を中心にアジア各港との

間に豊富な航路を有しており、アジアとの輸出入の拠点となっています。 

  2022 年 3 月 1 日時点で、外航定期コンテナ航路数は、34 航路月間 144 便

を誇っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九州の長距離フェリー航路図 



28 

 

      ④ 北九州空港 

  北九州空港は、九州・中四国で唯一の 24時間利用が可能な海上空港です。 

  海上空港であることを活かし、特殊貨物のシーアンドエア輸送が可能とな

っています。 

  国際貨物定期便として、仁川往復便が就航しており、同便は 2021 年 11 月

より、週 3 便から週 4便へ増便されました。 

  北九州空港では滑走路の 3,000ｍ化に向けた取組みを進めており、それに

より航空貨物需要のある北米・欧州直行便の就航など、九州・西中国の物

流拠点化を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）産業基盤 

  本市は日本の産業拠点として発展した歴史から、自動車、半導体、素材・部品

等を中心とした産業が集積・高度化しています。さらに、近年注目されている

環境・エネルギー産業の立地も見られています。 

  本市の周辺には、大手自動車メーカー４社が立地し、全国シェアの約２０％を

占める生産能力を誇っています。そのため、本市ではそのサプライヤーなどを

含めた関連産業の高度集積が図られています。 

  また、本市の響灘地区は、臨海部に広大な産業用地を有しています。これを活かすべ

く、同用地を「洋上風力関連産業ゾーン」と位置づけ、産業集積に取り組むなど、国

から西日本唯一の指定を受けた洋上風力発電の基地港湾を核とした風力発電関連

産業の総合拠点化を推進しています。 

 70 
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第３章 ヒアリング調査等の結果について 

１ ヒアリング調査の結果 

  構想の策定にあたっては、物流の実態や課題等を把握し、地域に最適な施策展開を

志向するため、物流に携わる事業者の方々、学識経験者等の有識者、関係機関等を

対象に重点的にヒアリング調査を行いました。 

  ヒアリング調査の実施状況は、次のとおりです（令和４年３月１日時点）。 

        物流関係事業者・・・１０0 件 

        有識者        ・・・    4 件  

        関係機関等    ・・・    ７  件 

        合          計・・・１１1 件 

  ヒアリング調査でいただいた主なご意見は、以下のとおりです。 

No. ご意見の内容 

●物流施策全般に関するご意見 

1 
北九州市には陸・海・空のインフラがあり、ニーズに応じて、複数の輸送モードから選

択できることが市の強みなのではないか。 

2 
北九州市は「ものづくりの街」として発展してきた特徴がある。物流は立地する企業と

セットで考えなければならない。 

3 

目まぐるしく物流を取り巻く環境が変化していくなか、物流の未来を予測するのは難し

い。まずは実現可能なモデルを作って、物流に携わる事業者と連携しながら、施策を

進めて行くことが必要である。 

4 北九州市としても、市の物流を地道に PR していくことが必要である。 

●物流インフラに関するご意見 

１ 
コンテナターミナルで渋滞や待ち時間が発生している。コンテナターミナルを使い易く

するための機能強化が必要である。 

２ 
抜港が多いとコンテナターミナルの利用がしにくい。航路誘致や貨物を増やすための

取組みが必要である。 

３ 
他県では輸送方法を RORO 船に切り替えた場合に助成を行っている。そのような助

成が北九州市でも出来ないか。 

４ 
今後もフェリーの大型化が進んだ場合には、フェリーターミナルに積替えスペースがあ

ると良い。 

５ 北九州空港の滑走路 3,000 メートル化には期待している。 

６ 
将来的に北九州空港に貨物上屋を整備すること等により、貨物処理能力の向上が必

要である。 

７ 北九州空港では人的資源、物的資源の両面で通関機能が強化されると良い。 

８ 新規路線・航空会社の誘致が必要である。 

９ 東九州自動車道の暫定区間を 4 車線化して欲しい。 
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１０ 新門司インターチェンジがフル規格化されると、さらに利便性が良くなる。 

１１ 

関門トンネルは、事故や定期点検で通行止めとなることが多い。また、災害で関門トン

ネルと関門橋が通行止めになった際に、物流が完全に止まってしまったことがあった。

そのため、関門断面のリダンダンシーが必要である。 

１２ 道路の舗装など、状態が悪い箇所は定期的に補修をしてもらいたい。 

１３ 
鉄道貨物は一度に大量輸送できるのが魅力だが、ダイヤが乱れることがあるのがネ

ックになっている。 

１４ 
北九州貨物ターミナル駅は敷地が狭く、リフト待ちのための待機時間が発生してい

る。 

●物流施設に関するご意見 

１ 土地の開発が出来るようになるまで、手続き等に時間を要している。 

２ 
市域内には、大型の倉庫を立地できるような土地が不足している。大型のマルチテナ

ント型倉庫の適地は、一般にインターチェンジ等からアクセスが良いところである。 

３ 
騒音や大型車両の通行を考えると、住宅地に隣接する用地や車両の動線上で住宅

地と抵触する用地は、物流施設の用地として不適格である。 

４ 

昨今頻発する災害の状況から、物流拠点を分散する傾向が出て来ている。九州は、東

九州道ができたことで、両周りできるようになったことから、北九州市も拠点の候補地

になると思っている。 

５ 今後、更なる物流拠点化を進めるのであれば、大型の倉庫が必要ではないか。 

６ 
市域内で営業倉庫が不足している。また、危険物倉庫や冷蔵・冷凍倉庫も不足してい

る。 

７ 
街なかにおいて、配送用の荷捌きスペースが不足している。街なかに配送用の共同

デポがあると良い。 

●労働規制強化・人材確保に関するご意見 

１ 

2024 年からトラックドライバーの罰則付き時間外労働規制が始まることから、トラック

等による長距離輸送には影響が出て来ると想定される。例えば、九州内の端から端ま

でのトラック輸送などは、難しくなってくると思う。 

２ 

長距離トラック輸送については、途中での乗継ぎを行うことでの対応を考えている。そ

ういった対応が出来ないところでは、トラックでの長距離輸送は今後難しくなるのでは

ないか。 

３ トラックドライバーが不足している。求人を出すが、確保も難しい。 

４ 倉庫業も人手不足な状態である。 

５ 労働力不足のなか、高齢者や女性など、新たな担い手の創出が必要である。 

６ 
倉庫によっては公共交通のアクセスが悪い場所に立地していることがあり、人が集ま

らない一因になっている。 

７ 
倉庫で働く方の中には、介護や子育てを抱えている方も多く、倉庫に介護施設や保育

施設を整備していくことも検討していかなければならない。 

８ 
企業で１０年程度の経験を有する社員を対象に、物流に携わる人材のリカレント教育

を考えてはどうか。 
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２ アンケート調査の結果 

  上記のヒアリング調査のほかに、北九州商工会議所の協力を得て、同会議所の所属

の市内企業にアンケート調査を行いました。 

  アンケート調査の結果は、以下のとおりです。 

 

（１）アンケート調査の実施及び回答状況について 

      ① アンケート発送日   2021 年 6 月 14 日 

      ② アンケート発送先   各部会から抽出した計 178 社 

部会名 商業 食品 
健康福祉 

ｻｰﾋﾞｽ 

機械・ 

金属 

化学・ 

ｴﾈﾙｷﾞｰ 

海運港湾・ 

貿易 

運輸 

交通 
合 計 

発送社数 17 社 41 社 2 社 71 社 20 社 16 社 11 社 178 社 

      ③ 回答社数         64 社（うち有効回答 63 社  回答率 35.4%） 

      ④ 回答社の内訳     下図のとおり 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●物流の効率化に関するご意見 

１ 
関西・関東からの下りの荷物に比べて、九州からの上りの荷物が少なく、アンバランス

が生じている。 

２ 
物流の効率化や共同輸配送の実施は、輸送の品質向上やドライバーの待遇改善に

も繋がる。 

３ 
物流の効率化には、パレット化が必要。パレット自体が不足しており、パレットが循環す

るシステムが確立していない。 

４ 
ドライバー不足に対応するため、トラックの大型化を進めようとしても、特殊車両通行

許可の手続きに時間を要している。 

●脱炭素に関するご意見 

１ 
新門司でこんなにも短期間で新造船の就航が重なるのは珍しい。新門司はモーダル

シフトの受け皿になる。 

２ CO2 の削減のため、ゆくゆくは車両の EV 化や FCV 化を検討しなければならない。 

３ EV・FCV 車両の導入には、充電設備や水素ステーションの整備普及が必要である。 

 

63 社のうち 

荷主企業…54 社 

（85.7％） 

物流事業者…9 社 

（14.3％） 

※海運港湾・貿易 

 運輸交通部会を 

 物流事業者と分類 

※その他は荷主企業 

 と分類 
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（２）使用している輸送モードについて 

    荷主企業について、製品等の輸送に使用している輸送モードを調査した結果は以下の

とおりです。有効回答社数は 54 社、回答のあった輸送モードは 87 種類で、1 社平均 1.6

種類の輸送モードを使用しているとの回答になっています。 

        

  上記のグラフのとおり、トラックの使用率が高くなっています。この傾向は、全国的な傾

向とも一致しています。 

  一方で、鉄道や港など、本市特有の物流インフラについても、一定の利用が見られま

す。 

 

（３）使用している輸送モードの選択理由について 

    各荷主企業が上記の輸送モードを選択して使用している理由について、調査した結果

は以下のとおりです。なお、回答は複数選択可能で、選択した理由には優先順位を付ける

こととしています。有効回答社数は 51 社、選択された理由は延べ 152 項目で、1 社平均

2.9 項目の理由が選択されています。 

       

（有効回答のあった 54 社について、各モードを使用している率） 

（有効回答のあった 51 社について、各理由の選択率） 
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理由 コスト 
リード 

タイム 

輸送量 

の大小 

定時 

性 

輸送先 

多岐 

取引先 

の希望 

品質 

保持 

輸送先 

立地 

環境 

負荷 

選択率 

順位 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

平均 

順位 
2.1 2.0 2.8 2.0 2.5 2.4 2.4 3.0 4.0 

  上記のグラフのとおり、「コスト」、「リードタイム」が高い選択率となっています。 

  各理由の優先順位については、「コスト」、「リードタイム」など選択率が高いものがや

はり上位に位置付けられている傾向が見られました。その中でも「定時性」は、選択

率は第 4 位ながらも、平均順位は第 1 位でした。 

  「環境負荷軽減」については、選択率順位も平均順位も最下位となっており、輸送モ

ードの選択において、ウェイトが置かれていない状況が見られます。 

 

（４）各社が考える物流の課題について 

      各社が考える物流に関する課題についての調査結果は、以下のとおりです。なお、回答

は複数選択可能となっています。有効回答社数は 58 社、選択された課題は延べ 125 項

目で、1 社あたり 2.1 項目の課題が選択されています。 

 

  上記のグラフのとおり、「労働時間規制への対応」が圧倒的に高い選択率となってお

り、2024 年にトラックドライバーの時間外労働規制が始まることを喫緊の課題と位

置付けている企業が多くあることが分かります。また、「共同配送」や「多頻度小口化

への対応」など、労働力不足の中で効率化を図ることを課題としている企業が多くな

っています。 

  輸送モードの選択においては、環境負荷の軽減がほとんど考慮されていなかったの

に対し、課題としては「CO2 排出量の削減」が 4 番目に多く選択されています。このこ

とから、CO2 の排出量削減は今後の課題としながらも、モーダルシフトなど現実の対

策には至っていない企業が多くあると推察されます。 

（有効回答のあった 58 社について、各課題の選択率） 
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   「インフラの機能強化」の具体的内容として、主に次のような事項がありました。 

No. 「インフラの機能強化」の具体的内容 

1 関門トンネルは通行止めが多い。 

2 道路の拡張、整備。 

3 コンテナターミナルの渋滞緩和。 

4 コンテナターミナルへの航路誘致。 

5 北九州空港への新規海外路線誘致による利便性向上。 

6 北九州空港の貨物便の増便。輸送可能重量、寸法の拡大。 

7 北九州中央卸売市場の老朽化対策と機能強化。 

 

   「その他」の具体的内容としては、主に次のような事項がありました。 

No. 「その他」として挙げられた課題の具体的内容 

1 自然災害の甚大化。 

2 トラックドライバーの確保が難しい。船員の確保も難しい。 

3 
女性ドライバーが男性ドライバー同様の業務にどこまで対応できるか判断が難

しい。 

4 倉庫等への公共交通アクセスが悪い。 

5 危険物輸送規制の緩和。 

6 トラックの台数について、上り便と下り便でアンバランスな状態になっている。 

7 北九州市の物流拠点としてのメリットの PR と、企業誘致が必要である。 
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第４章 本市物流の課題の整理と施策の方向性について 

１ 本市物流の課題の整理 

     物流を取り巻く状況の変化や企業の物流ニーズを踏まえ、本市は以下のような課題に対

応していく必要があります。 

 

(1)労働力不足 

  生産年齢人口の減少や少子高齢化により、労働力不足は、物流産業の課題となって

います。 

  トラック運送事業に従事するトラックドライバーは、全産業と比べて労働時間が長い一

方で、年間所得額が低い状態が続いていることに加え、手荷役等の負担を強いられ

るなど、厳しい労働環境から担い手の確保が懸念されています。 

  働き方改革の観点から、2024 年度からトラックドライバーに対して、時間外労働の上

限規制が罰則付きで適用されることとなりました。 

  こうした中、EC 市場は急成長しており、今後も成長が見込まれていることから、今後、

トラックドライバーの労働需給は更に逼迫するおそれがあります。 

  市内の物流関連事業者へのヒアリング調査においても、トラックドライバーの確保に

苦慮しているという意見が出ています。 

  市民生活や企業活動に不可欠な物流を今後も持続的・安定的に確保していくため

に、物流産業における労働力不足への対応は、重要な課題です。 

 

（２）効率的な集荷・輸配送 

  トラックドライバーの不足や高齢化が進み、担い手不足が発生しています。今後の推

移予測でも、不足はさらに進む見込みです。 

  トラック陸送の担い手が不足し、今まで運べていた場所まで運べなくなる、また、輸送

需要に対して供給が追い付かず、運べても輸送コストが増大する恐れがあります。 

  このような制約条件の下、限られた労働力で効率的な集荷・輸配送を行うことが課

題です。 

  市内の物流関連事業者へのヒアリング調査においても、担い手不足を受け、物流の

効率化が必要という意見が出ています。また、アンケート調査においても、共同配送や

多頻度小口化への対応など、効率的な集荷・輸配送を課題として挙げる企業が数多

く見られています。 

  また、効率的な集荷・輸配送を行うことにより、トラック等による輸送回数・距離が減

少し、CO2 排出量が減少するなど、後述する脱炭素化に寄与することが期待されま

す。 
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（３）脱炭素化 

  令和元年度における我が国の二酸化炭素排出量（１１億８００万トン）のうち、運輸部

門からの排出量（２億６００万トン）は、１８．６％を占めています。そのうち、貨物自動車

が運輸部門の 36.8％（日本全体の 6.8％）を排出しています。 

  我が国の温室効果ガス排出量を 2050 年までに実質ゼロとするためには、脱炭素に

向けた取組を、個別企業における取組に加え、サプライチェーン全体に広げていくこと

が重要とされています。 

  市内企業へのアンケート調査においても、環境負荷の軽減を課題として挙げる企業

が一定数あり、脱炭素化に対する意識の高まりが伺えます。 

  カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて、喫緊の対応が求められています。 

 

（４）物流機能の強化 

  本市は、これまでの取組みの結果、物流を下支えする陸・海・空の物流インフラの整

備が進んでいます。 

  ヒアリング調査やアンケート調査においても、本市の有する陸・海・空の物流インフラ

について、更なる機能強化を求める声を多数いただいています。 

  更なる物流活性化のため、これら施設の利用促進を図り、更なる機能強化に向けた

取組が必要です。 

 

２ 課題を解決するための施策の方向性 

  前記の課題を解決し、本市の物流を活性化するための施策の方向性として、以下の５点

を定めます。 

 

（１）物流の効率化・生産性の向上 

  トラックドライバー不足など労働力の減少などに対応するため、共同配送など限られ

た労働力で効率的な輸配送を行うための取組みを行います。 

  また、ロボットや DX の導入などによる労働生産性の向上に取り組みます。 

 

（２）強靭で持続可能なグリーン物流ネットワークの構築 

  脱炭素化など新たな時代の要請に対応するため、EV・FCV などの新技術の導入や、

モーダルシフトなど、グリーン物流の実現に向けた取組みを行います。 

  物流インフラの長寿命化や強靭化に向けた取組みを行い、平時・災害時を問わず持

続可能な物流ネットワークの構築を目指します。 

 

（３）物流基盤の強化による効率的な物流の実現 

  物流施設の立地に向けた取組みや陸・海・空の物流インフラの機能強化に向けた取

組みを行うことで、物流基盤の更なる強化を図ります。 

  物流基盤の更なる強化により、より効率的な輸配送を実現します。 
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（４）物流の高度化・次世代物流の実現 

  物流業界を支える人材を確保するため、働き易い職場環境の整備に向けた取組みを

行います。また、物流の高度化を担う人材を育成するため、リカレント教育などの取組

みを行います。 

  自動運転トラックやドローンによる輸配送など、次世代物流の実現に向けた実証実験

等への支援に取り組みます。 

 

（５）物流基盤を活かした成長産業の誘致 

  物流は企業活動には切っても切れないものです。本市の物流基盤の更なる強化を図

りつつ、物流基盤を活かした企業誘致活動を展開します。 

  特に今後成長が見込まれる産業の立地を推進し、新たな貨物を創出することで、物

流の活性化を目指します。 
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第５章 物流拠点構想における施策について 

  方向性に基づき、今後５年程度で実施する予定の施策は、以下のとおりです。今後、

物流を取り巻く環境の変化に伴い、新たなニーズが生じた場合には、新規施策を随時追

加していきます。 

○ 輸配送の効率化（民間・公共） 

  運輸業界におけるトラックドライバー不足や働き方改革等により、長距離輸送が困難と

なる中で、労働生産性の向上の観点から、効率的な輸配送を行うことが必要です。 

  多様な関係者の連携により物流ネットワーク全体の省力化･効率化を図ります。 

 

                              

 

○ 労働生産性の向上（民間・公共） 

  労働力不足が深刻化する中で、運輸業界におけるトラックドライバー不足や輸送の多

頻度化・小口化等の課題を解決するため、物流の生産性向上を推進する必要がありま

す。 

  機械化やデジタル化を通じて、物流現場における労働生産性の向上を図ります。 

 

No. 事業名 概要（担当課） 

1 集約拠点・配送拠点の整備支援 

 

本市は、地理的優位性や陸・海・空の物流インフ

ラが充実しています。このポテンシャルを更に活

かすため、貨物の集約拠点や配送拠点の整備を

支援（企業立地促進補助金の活用等）します。コ

スト・リードタイム等に応じ、多様な輸送モードで

効率的な輸送を行います。 

（産業経済局・物流拠点推進室） 

2 求貨求車システム導入支援 

 

発荷主の貨物と空荷のトラック等のマッチングに

より、空走時間を削減する求貨求車システムの導

入を支援し、実車率の向上を図ります。 

（産業経済局・物流拠点推進室） 

3 パレット導入支援 

 

パレットの導入支援を行うことにより、トラック等の

荷積み・荷降ろし作業の効率化を支援します。 

（産業経済局・物流拠点推進室） 

4 異業種間物流マッチング支援 効率的な輸配送の実現に向けて、異業種間をも

含めた貨物の積合せによる共同輸配送や上り下

り貨物のマッチングを支援します。 

（産業経済局・物流拠点推進室） 
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○ 物流の低炭素化・脱炭素化（民間・公共） 

  温室効果ガスの削減目標、2050 年のカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向

け、物流産業において、サプライチェーン全体での環境負荷の低減を図る必要がありま

す。 

  トラック輸送から鉄道や海運へのモーダルシフト、道路、港湾施設、物流施設の低炭素

化・脱炭素化の促進等を通じて、グリーン物流ネットワークを構築します。 

                    

No. 事業名 概要（担当課） 

１ 産業用ロボット導入支援 

 

倉庫等の物流施設内において、産業用ロボット

の導入支援を行うことで、倉庫内作業の効率化

や労働生産性の向上を図ります。 

（産業経済局・物流拠点推進室） 

２ DX 推進支援 物流を効率化し、労働生産性を向上させるた

め、民間事業者における物流 DX の導入等を支

援します。 

（産業経済局・物流拠点推進室） 

No. 事業名 概要（担当課） 

1 モーダルシフトの更なる促進 本市は、鉄道貨物ターミナル駅や西日本最大級

のフェリーターミナルを有するなど物流基盤が整

っています。労働規制強化等により、トラックの長

距離輸送が困難となることによる輸送モードの転

換や 2050 年のカーボンニュートラルの実現に

向けて、CO２削減につながるモーダルシフトの推

進を支援します。 

（産業経済局・物流拠点推進室） 

北九州空港の物流拠点化の推進を通じて、成

田・関空を利用する九州・西中国貨物を受け止

め、トラック輸送・ＣＯ２削減を図ります。 

（港湾空港局・空港企画課） 

2 EV・ＦＣＶ等の次世代自動車等の

普及促進 

2050 年のカーボンニュートラルの実現に向け

て、ＥＶ・ＦＣＶ等の次世代自動車等の普及促進を

行います。 

（産業経済局・物流拠点推進室） 



40 

 

 

○ 物流インフラの長寿命化・強靭化（公共） 

  近年、災害が激甚化・頻発化しており、サプライチェーンの寸断のリスクを低減するため

に、物流ネットワークの長寿命化・強靭化に向けた取組みを進める必要があります。 

  予防保全を前提としたメンテナンスの計画的な実施や新技術の導入等による物流イン

フラの長寿命化・強靭化に取り組みます。 

 

 

3 カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル ポ ー ト

（CNP）の形成 

港湾において、水素・燃料アンモニア等の受入環

境の整備や洋上風力発電の導入、港湾地域の

面的・効率的な脱炭素化を通じて、温室効果ガ

スの排出を全体としてゼロとすることを目指しま

す。 

（港湾空港局・計画課） 

4 ＦＣトラック等の社会実装支援（先

端技術×水素によるゼロカーボン

物流） 

水素の利活用と自動運転等の先端技術を組み

合わせて、電化が難しい長距離の商用物流の脱

炭素化と、労働力不足や物流コスト等の課題を

同時に対応するゼロカーボン物流の実現とゼロ

カーボン物流拠点の形成を目指します。 

（環境局・グリーン成長推進課） 

No. 事業名 概要（担当課） 

1 予防保全型維持管理の実施（港

湾施設） 

老朽化した港湾施設について、定期点検や利

用状況などを踏まえ、損傷が軽微である早期

段階に予防的な修繕等を実施することにより、

機能の保持・回復を図ります。 

（港湾空港局・整備課） 

2 橋梁・トンネルの長寿命化 橋梁やトンネル等の施設の効率的かつ効果的

な施設の維持管理を図るため、アセットマネジメ

ントの考え方を取り入れ、定期的な点検の結果

に基づき、計画的な修繕工事を行います。 

 

【KPI】北九州市道路整備中長期計画 

・橋梁修繕工事の着手率 

39%(2018年度末)⇒100%(概ね5年) 

・トンネル修繕工事の着手率 

75%(2018年度末)⇒100%(概ね5年) 

（建設局・道路維持課） 
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○ 物流施設の立地促進（民間・公共） 

  働き方改革に伴う労働規制の強化により、長距離輸送が困難となることや、BCP の観

点から配送拠点の見直しが必要になります。 

  陸（道路・鉄道）・海（北九州港）・空（北九州空港）の物流インフラを備える本市に、物

流施設の立地を促進し、企業の多様なニーズへ対応します。 

  物流施設の立地による、雇用の創出、地域経済の活性化を図ります。 

                           

3 災害時における緊急輸送道路の

確保 

地震等による災害時に重要な役割を果たす緊

急輸送道路に架かる橋梁の耐震補強などを実

施します。 

（建設局・道路維持課） 

4 災害時の道路閉塞を防ぐ無電柱

化 

本事業は、市内の緊急輸送道路を中心に無電

柱化を推進し、電柱倒壊による道路閉塞を防

止し、災害時の緊急輸送や迅速な災害応急対

策を可能とするものです。 

本市では、令和３年５月に国の無電柱化推進

計画が策定されたことを受け、今年度末を目途

に現在「北九州市無電柱化推進計画」の策定

を進めています。 

（建設局・道路維持課） 

5 岸壁の耐震化 大規模な地震による災害が発生した際に、円

滑な物資輸送や経済活動を支える上で必要な

物流機能を維持するため、岸壁の耐震化を推

進します。 

（港湾空港局・計画課） 

No. 事業名 概要（担当課） 

1 物流施設の立地用地の確保 高速道路のインターチェンジ周辺や港、空港の周

辺など交通利便性の高いエリアを物流施設誘導

エリアとし、このエリアを中心に、民間開発の条件

が整ったところから物流施設の立地を支援して

いきます。 

（産業経済局・物流拠点推進室） 
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○ インフラの充実・強化（公共） 

  本市のこれまでの取組みにより、物流を下支えする陸・海・空の物流インフラの整備が

進んでいます。 

  物流の活性化のため、物流インフラの利用促進を図り、更なる機能強化に向けた取組

みを推進します。 

                           

 

 

 

 

北九州空港には、将来土地成り化される予定の

広大なスペースを有しており、当該用地の活用に

取組みます。 

（港湾空港局・空港企画課） 

2 民間事業者の開発支援(手続きの

円滑化)  

土地の開発にあたり必要となる手続きに関して、

物流拠点推進室が全体窓口となり、国、県や市

の関係部署との調整等を通して、手続きが円滑

に進むよう支援します。 

（産業経済局・物流拠点推進室） 

区画整理事業による内陸型物流施設の開発に

対し、認可手続き等の技術的支援を行います。 

（建築都市局・都市再生整備課） 

3 臨海部における分譲地の創出 新門司地区及び響灘地区の臨海部産業用地に

おいて、物流関連産業や製造業の集積を目指

し、計画的な分譲地の造成・整備や国有地の活

用を行います。 

（港湾空港局・物流振興課） 

4 未低利用地の開発支援      現状で未低利用となっている物流関連用地につ

いて、高度利用が促進されるよう支援します。 

（産業経済局・物流拠点推進室） 

5 既存施設の高度利用促進 北九州貨物ターミナル駅など、既存の物流関連

施設について、更なる高度利用の促進を図りま

す。 

（産業経済局・物流拠点推進室） 
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No. 事業名 概要（担当課） 

1 北九州港の機能強化（太刀浦Ｃ

Ｔ、ひびきＣＴ、新門司ＦＴ等） 

船舶大型化への対応や荷役効率化を目的に、太

刀浦第２コンテナターミナルの３基のコンテナクレ

ーンを更新します。 

（港湾空港局・整備課） 

太刀浦第２コンテナターミナルにおいて、荷役作

業の安全性確保と効率化を図るため舗装改修

等の蔵置能力の向上及び老朽化したゲート更新

を行います。 

（港湾空港局・港営課） 

ひびきコンテナターミナルにおいて、ＬＮＧや化学

品等の輸出拡大に対応するため、屋外貯蔵所を

拡張します。 

（港湾空港局・物流振興課） 

新門司地区において、完成自動車等の輸送船舶

大型化に対応し、物流の効率化と輸送コストの削

減を図るため、航路・泊地の整備を行います。 

（港湾空港局・計画課） 

2 北九州空港の機能強化(滑走路

延長 3,000ｍ化)、貨物上屋増

設 等) 

北米・欧州発着貨物や特殊大型貨物の直接輸

送ニーズを受け止めるため、滑走路の 3000ｍ化

や、高まる航空貨物需要を受け止めるために、貨

物上屋の拡充など機能強化に取り組みます。 

（港湾空港局・空港企画課） 

3 主要幹線道路の整備 主要幹線道路を整備し、市内の渋滞対策、物流

ネットワークの機能強化、地域間の連携・交流促

進を図ります。 

（国道３号黒崎バイパス、戸畑枝光線、恒見朽網

線など） 

 

【KPI】北九州市道路整備中長期計画 

広域道路ネットワークの供用率 

95％(2018 年度末)⇒97%(概ね 5 年) 

（建設局・道路計画課） 
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4 下関北九州道路の早期整備 下関北九州道路の整備により、北九州市と下関

市の都心部を結び、既存道路のネットワークの課

題解消や、関門トンネル、関門橋の老朽化への対

応と代替機能の確保などを図ります。 

【KPI】 

早期実現のための要望活動を共同で実施 

現状値（基準値） 1 回（毎年度） 

（建築都市局・都市交通政策課） 

5 東九州自動車道の暫定区間の４

車線化及び早期全線開通 

未開通区間の早期完成や暫定２車線区間の４車

線化について、沿線の自治体等と協力し、精力的

に要望等を行います。 

（建設局・道路計画課） 

6 主要幹線道路の重要物流道路

への指定   

平常時、災害時を問わない安定的な輸送を確保

するための物流上重要な道路輸送網の指定に

ついて国に要請します。道路構造上、支障のない

区間においては、一定の条件下において、一部車

両の特殊車両通行許可が不要となるなどのメリ

ットを得ることができます。 

（建設局・道路計画課） 

 

○ 次世代物流プロセスにおける開発支援（民間・公共） 

  労働力不足が深刻化する中で、運輸業界におけるトラックドライバー不足への対応、

2050 年のカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向け、IoT や AI、ロボットなどの

先端技術を活用し、物流を変革していく必要があります。 

  トラックの隊列走行や自動運転トラックの実証実験への支援や次世代物流拠点のあり

方について、検討を行います。 

                   

 

 

 

No. 事業名 概要（担当課） 

1 自動運転トラック等の実証実験支

援 

トラックドライバー不足への対応や輸配送の効

率化に向けて、自動運転トラック等の実証実験

を支援します。 

（産業経済局・物流拠点推進室） 
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○ 物流を支える人材の確保・育成（民間・公共） 

  物流は、市民生活や産業を支え、地方創生を推進する重要な社会インフラであり、新型

コロナウイルス感染症の流行など社会環境の大きな変化の中にあっても、本市経済の

持続的な成長と安定的な市民生活を維持するため、決して途切れさせてはならず、その

機能を十分に発揮させていく必要があります。そのためには、物流を支える人材の確

保・育成が重要です。 

  「ホワイト物流」推進運動など国の施策等との連携や関係団体等を通じた働きかけ等

により、労働環境を整備・改善し、物流の現場を支えるトラックドライバーの確保に向け

た取組を推進します。 

  IoT や AI、ロボットなどの先端技術を活用し、物流を変革していく必要がありますが、物

流システム・マネジメントを企画・設計・管理する高度物流人材の養成が必要となります。

次世代物流の実現に向けた人材の育成に民間事業者等と連携し、取り組みます。 

                                   

 

 

2 ドローン配送の実証実験支援  離島や物流インフラが充実していない地域への

物流網の維持や買い物における不便を解消す

るなどの生活利便の改善に向けたドローン物流

について、民間事業者における実証実験等を支

援します。 

（産業経済局・物流拠点推進室） 

No. 事業名 概要（担当課） 

1 企業の人材確保支援（就業支援

施設） 

若者ワークプラザ北九州や北九州市高年齢者就

業支援センターなどの就業支援施設を中心に、

企業と多様な人材のマッチングを支援します。 

（産業経済局・雇用政策課） 

2 職場環境の整備支援 物流施設等において、女性や高齢者など、多様

な人材が働き易い職場環境を整備するための支

援を行います。 

（産業経済局・物流拠点推進室） 

3 物流マネジメント人材の育成 

リカレント教育環境の提供 

本市の物流業界を牽引していく高度物流人材を

創出するため、企業で物流に携わる社員を対象

としたリカレント教育環境の整備を行います。 

（産業経済局・物流拠点推進室） 
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○ 成長産業の誘致（公共） 

  本州と九州との結節点やアジアとの近接性などの地理的優位性や陸・海・空の物流基

盤を活かして、国際競争力のある「ものづくり産業」の集積を促進します。 

  本市の物流を活性化するにあたっては、地域内で貨物をつくり出す創貨の視点が重要

です。本市及び周辺地域に集積する産業基盤を活かし、創貨に結びつく企業の集積を

図っていきます。 

 

 

 

 

 

No. 事業名 概要（担当課） 

1 風力発電関連産業総合拠点化の

推進 

若松区響灘地区が有する充実した港湾施設と

広大な産業用地に加え、「ものづくりのまち」

「港湾物流都市」「環境首都」としての技術・ノ

ウハウの蓄積を活かし、①「風車の積出し拠

点」、②「風車部品の輸出入/移出入拠点」、③

「風車のオペレーションやメンテナンスを行う

O&M 拠点」、④「背後地に風車関連産業を集

積した産業拠点」の４つの拠点機能を備えた総

合拠点化を推進します。 

 

【KPI】 

・響灘地区総合拠点の産業用地利用：80％ 

（2024 年度） 

・響灘地区総合拠点利用ファーム数（予定含 

む） 

：５案件（2024 年度） 

（港湾空港局・エネルギー産業拠点化推進課） 

２ 半導体関連産業の誘致 九州は半導体関連産業が集積したエリアであ

り、本市にも半導体素材や製造装置の部材な

ど、関連する企業が多く立地しています。 

半導体の需要は世界的に高まっており、国内外

との取引が見込まれる産業であることから、新

たな企業の誘致や市内企業の機能拡充を推進

します。 

（産業経済局・企業立地支援課） 
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３ 次世代自動車関連産業の誘致  北部九州には４つの自動車メーカーが立地して

おり、年間 154 万台の自動車生産能力を持

つ、国内有数の自動車産業拠点となっていま

す。 

世界的な脱炭素化の潮流を受け、自動車メー

カーはエンジン車から電気自動車などへの電

動化シフトの動きを加速させています。電動化

に伴う関連産業の誘致に取り組むとともに、市

内部品サプライヤーに対して電動化対応の技

術力向上支援等を行い、次世代自動車関連産

業の立地を推進します。 

（産業経済局・企業立地支援課） 

４ 航空関連産業拠点化の推進 鉄鋼や自動車をはじめとした製造業の集積は

本市の大きな産業基盤のひとつです。 

機体やエンジンなど部品点数が多く、高い品質

レベルが求められる航空関連産業は製造業に

とっても新たに挑戦する分野になっています。市

外からの誘致を進めるほか、培った技術力を活

かして新規参入を目指す市内企業の支援を行

い、付加価値の高い製品を取り扱う企業の集

積を目指します。 

（産業経済局・企業立地支援課） 
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第 6 章 物流リーディングプロジェクトについて 

施策・実施計画案については、課題やヒアリング等から得たニーズを踏まえたものであり、

関係部署が連携しながら、取り組んでいきます。 

このうち、本市の持つポテンシャルの優位性に改めて着目し、個別の施策を組み合わせ、

北九州市ならではの先導的な取組を、市の物流リーディングプロジェクトとして５項目定めま

した。この物流リーディングプロジェクトについては、今後 5 年程度で重点的に取り組んでい

きます。今後、物流を取り巻く環境の変化に伴い、新たなニーズが生じた場合には、新規リー

ディングプロジェクトを随時追加していきます。 

１ 物流リーディングプロジェクトの 5 項目 

（１）北九州港と北九州空港における国際物流拠点化 
    ①背景 

  日本を代表する産業都市として発展してきた本市には、鉄鋼や化学などの素材

産業、金属や機械などの加工組立産業を中心にものづくり産業が集積していま

す。また、九州・西中国には、自動車関連産業や半導体関連産業が集積していま

す。 

  これらの企業は、近年のグローバリゼーションの進展に伴い、国境を越えた国際

分業体制を構築し、広域化・複雑化したサプライチェーンマネジメントを展開して

います。 

  このため、各企業では、海路・空路の輸送手段を組み合わせ、用途に応じてコス

トとスピードを最適なバランスにすることによって、生産工程全体のコストを削減

することが重要となっています。 

②取組の方向性 

  北九州港への国際コンテナ航路の寄港と北九州空港への国際貨物便の就航を

維持・拡大することにより、企業の立地環境を向上させ、本市経済の国際競争力

を強化することを目的とします。 

  本市をはじめ九州・西中国に立地し、グローバルに展開する企業のサプライチェ

ーンマネジメントに資する多方面・多頻度の物流サービスの充実を目指します。  

航路・路線誘致、集貨、創貨、機能強化の取組を推進することにより、貨物の増

加を図り、また貨物の増加がこれらの取組を加速させる好循環の構築を図りま

す。 

 

 

  

北九州港と北九州空港の物流拠点化を実現 

 

好循環 
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③今後の主な取組み（案） 

北九州港（太刀浦コンテナターミナル） 

○ 航路誘致、集貨、創貨、機能強化の取組を推進 

  広域からの集貨 

  荷主企業やフォワーダーに対し、物流改善やインセンティブ制度の活用

を提案し、北部九州や瀬戸内地域に渡る広域からの集貨を実現します。 

  ガントリークレーン等の更新 

  船舶大型化への対応や荷役効率化を目的に、太刀浦第２コンテナター

ミナルの３基のコンテナクレーンを更新します。 

  蔵置能力の向上 

  太刀浦第２コンテナターミナルにおいて、荷役作業の安全性確保

と効率化を図るため舗装改修等の蔵置能力の向上及び老朽化した

ゲート更新を行います。 

  デジタル物流システムの拡充 

  国の連携基盤（サイバーポート）と、太刀浦コンテナターミナル業務シス

テムを連携させることで、港湾物流手続のデジタル化を進め、手続の省

力化、効率化を図ります。 

 

北九州港（ひびきコンテナターミナル） 

○ 航路誘致、集貨、創貨、機能強化の取組を推進 

  在来貨物のコンテナ化促進 

  法的規制の緩和や施設の整備などにより事業者を支援し、在来貨物

のコンテナ化を促進します。 

  製造業物流事業者の誘致 

  原料の輸入や製品の輸出などで港を利用する製造業や、その物流を

担う事業者を本市一丸となって誘致します。 

  岸壁の耐震化 

  大規模な地震による災害が発生した際に、円滑な物資輸送や経済活

動を支える上で必要な物流機能を維持するため、岸壁の耐震化を推

進します。 
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北九州空港 

○ 路線誘致、集貨、創貨、機能強化の取組を推進 

  エアライン誘致（路線誘致） 

  世界の多方面と多頻度でつながる路線の就航に向け、エアラインの誘

致に取り組みます。 

  輸出入通関機能の強化（集貨） 

  北九州空港内や周辺において、既存物流事業者倉庫の活用や物流事

業者の進出を促すなど、輸出入通関の構築に取り組みます。 

  特殊大型貨物航空会社の誘致（創貨） 

  特殊大型貨物の輸送ニーズを受け止めるため、特殊大型貨物航空会

社の誘致に取り組みます。 

  滑走路の 3000m 化（機能強化） 

  北米・欧州発着貨物や特殊大型貨物の直接輸送ニーズを受け止める

ため、滑走路 3000m 化の事業主体となる国と連携した取組みを進め

ます。 

  貨物上屋の拡充（機能強化） 

  高まる航空貨物需要を受け止めるため、貨物上屋の拡充に取り組みま

す。 
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（２）九州エリアの物流集約拠点の形成 

①背景 

  国内貨物輸送量は、長期的には、減少傾向ですが、近年は横ばいで推移してい

ます。EC 市場は、2018 年には全体で約 18 兆円規模です。物販系分野では

9.3 兆円まで拡大しており、今後も成長が見込まれています。EC 市場の拡大に

伴い、宅配便の取扱い件数も増加傾向です。 

  九州は、自動車産業をはじめとする製造業が多く立地しており、自動車関連部品、

工業製品、化学工業品などが発送されています。 

  少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少により、トラックドライバー不足が顕在化

しており、今後、更に進展していくことが予想されています。 

  トラックドライバーの時間外勤務の上限規制が適用（    年）されることから、ト

ラックによる長距離輸送が困難となり、配送計画の見直しが必要となってきます。 

  九州向けの荷物は、日用品、食料品等を取り扱うマルチテナント型物流倉庫等

が大消費地近郊である福岡市、鳥栖市に立地しており、その拠点から九州各県

へ配送されています。 

  九州から首都圏、関西圏等本州向けへの陸上輸送（九州発荷物）は、九州各県

から各々輸送されています。今後、トラックドライバーの不足により、安定した輸送

に影響が出ると見込まれています。 

    ②取組の方向性 

  九州と本州の結節点である本市に、九州発荷物（EC、食品、農産品等）の集約

拠点を整備し、荷物を大ロット化することで効率的に、首都圏、関西圏、海外へ輸

送を行います。 

  コスト・リードタイム等に応じ、陸海空の適切な輸送モードで大ロット輸送（効率

的な輸送）を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集約拠点 物流インフラ 

 

 

 

九州各県 

2024 
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     ③今後の主な取組み（案） 

○ 民間事業者による物流施設の開発促進 

  民間活力の導入による物流施設の立地を促進します。 

  高速道路の IC 周辺等の交通利便性の高いエリア（物流施設集積エリ

ア）に物流施設の立地を促進し、物流拠点の集積を目指します。 

  物流拠点推進室が窓口となり、手続関連部局（市、国、県）との連絡調整を

実施し、民間開発を支援します。 

 

○ 物流事業者等の物流施設誘致 

  物流事業者等に対して、本市への物流施設立地へ向けた誘致活動を実施

し、物流施設の集積を目指します。 

 

○ 物流施設の高度利用・機能強化への取組 

  本市に立地する物流事業者等の施設の高度利用・機能強化の取組を支援

します。 

 

○ モーダルシフト促進 

  国の補助メニュー（物流総合効率化法）の活用を支援します。 

  陸上輸送からフェリー輸送、鉄道輸送へのモーダルシフトを促進します。 

 

○ 拠点化実証プロジェクトの実施 

  集約拠点化の取組として、民間における九州の発貨物を本市に集積させる

取組を支援します。 

 

○ 車両大型化に伴う特殊車両通行許可申請手続きの円滑化 

  車両大型化に伴う特殊車両通行許可申請手続きの円滑化を図るため、国

等への働きかけを実施します。 
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（３）九州・西中国エリアへの配送拠点の形成 
①背景 

  九州向けの荷物は、日用品、食料品等を取り扱うマルチテナント型物流倉庫等

が大消費地近郊である福岡市、鳥栖市に立地しており、その拠点から九州各県

へ配送されています。 

  物流施設については、国内に２箇所程度（例：東日本、西日本エリア）設置する

企業がありましたが、東日本大震災により、サプライチェーンが寸断されたことか

ら、在庫保管を一部分散化する動きが発生しました。加えて、近年の災害の激甚

化、頻発化に伴い、BCP の観点から物流ネットワークの再構築、再配置の動きが

進んでいます。 

  EC 市場等の成長に伴い、福岡都市圏の物流施設の需要は、今後も旺盛ですが、

用地の不足、価格の高騰から同都市圏での立地は次第に困難な状況となって

います。 

  近年の物流施設については、単なる保管だけでなく、ピッキング、加工、梱包等、

多機能化しており、首都圏では、住宅地の周辺に立地するなど、労働力の確保

は重要な要素となっています。 

②取組の方向性 

  福岡市、鳥栖市の物流施設の賃料は上昇が続き、用地も不足していることから、

今後、福岡市、鳥栖市から、より縁辺部へ物流施設の立地が進むと想定されま

す。 

  九州管内（福岡都市圏）、西中国エリアとのアクセス性に優れ、人材の安定的確

保が可能な本市に九州・西中国エリアへの配送拠点の整備を促進します。 

  今後も成長が見込まれる EC 市場や一定期間の保管が可能な医薬品、家電、部

品等（サプライチェーンの構築）の日用品から保管品まで多様な品目を取り扱う

物流施設（マルチテナント）を誘致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配送拠点 

マルチテナント型 

物流倉庫 

九州各県・西中国 

 

 

首都圏等 

 

  

域内配送 
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③今後の主な取組み（案） 

○ 民間事業者による物流施設の開発促進 

  民間活力の導入による物流施設の立地を促進します。 

  高速道路の IC 周辺等の交通利便性の高いエリア（物流施設集積エリア）

に物流施設の立地を促進させ、物流拠点の集積を目指します。 

  物流拠点推進室が窓口となり、手続き関連部局（市、国、県）との連絡調整

を実施し、民間開発を支援します。 

 

○ 物流事業者等の物流施設誘致 

  物流事業者等に対して、本市への物流施設立地へ向けた誘致活動を実施

し、物流施設の集積を目指します。 

 

○ 物流施設の高度利用・機能強化への取組 

  本市に立地する物流事業者等の施設の高度利用・機能強化の取組を支援

します。 
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（4）物流基盤を活かした成長産業の拠点形成 
①背景 

  物流は企業活動に必須のものであり、物流基盤の機能強化は、製造業をはじめ

とする企業の競争力向上に繋がり、企業の新規立地の呼び水となります。 

  本市は充実した物流基盤を有し、地理的にも九州と本州の結節点となるなど優

位性を有しています。これを活かし、物流を活性化させるためには、集貨を強化

するとともに、新規企業の立地による創貨を進めていきます。 

  本市は日本の産業拠点として発展した歴史から、自動車、半導体、素材・部品等

を中心とした産業が集積・高度化しており、近年注目されている環境・エネルギ

ー産業の立地も見られています。 

  また、これらの産業集積・高度化に加えて、近年では北九州空港からの半導体

製造装置や自動車部品関連の輸出実績の伸長、民間団体と連携した航空関連

産業の誘致や風力発電関連産業の総合拠点化への動きなど、新たな成長産業

の集積に向けた機運が醸成されてきています。 

  自動車業界は、CASE（コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化）、MaaS

（サービスとしてのモビリティ）など新たな潮流への対応を求められる転換期に

あります。この転換期に対応していくことで、既存の関連産業に加え、次世代自

動車関連産業の立地推進が図られると考えられます。 

②取組の方向性 

  本市の物流基盤やその機能強化を背景に、成長産業（風力発電関連産業、半

導体関連産業、次世代自動車関連産業、航空関連産業）の立地を推進すること

により創貨を促進し、新たな物流を形成します。 

  成長産業の拠点化による新たな物の流れを創出し、それに対応した物流機能の

強化に繋げることで、好循環を形成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇好循環のイメージ 

 

 

               

 

 

立地企業の競争力強化 

新たな物の流れの形成 
荷物の増加等に対応した機能強化 

好循環 

新規企業の立地の呼び水に 

成長産業 

の拠点化 

物流基盤の

機能強化 
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③今後の主な取組み（案） 

成長産業の誘致 

○ 風力発電関連産業総合拠点化の推進 

  ①「風車の積出し拠点」、②「風車部品の輸出入/移出入拠点」、③「風車

のオペレーションやメンテナンスを行う O&M 拠点」、④「背後地に風車関連

産業を集積した産業拠点」の４つの拠点機能を備えた総合拠点化を推進し

ます。 

 

○ 半導体関連産業の誘致 

  半導体の需要は世界的に高まっており、国内外との取引が見込まれる産業

であることから、新たな企業の誘致や市内企業の機能拡充を推進します。 

 

○ 次世代自動車関連産業の誘致 

  電動化に伴う関連産業の誘致に取り組むとともに、市内部品サプライヤー

に対して電動化対応の技術力向上支援等を行い、次世代自動車関連産業

の立地を推進します。 

 

○ 航空関連産業拠点化の推進 

  機体やエンジンなど部品点数が多く、高い品質レベルが求められる航空関

連産業は製造業にとっても新たに挑戦する分野になっています。市外からの

誘致を進めるほか、培った技術力を活かして新規参入を目指す市内企業の

支援を行い、付加価値の高い製品を取り扱う企業の集積を目指します。 

 

 

物流基盤の機能強化 

○ 北九州港・北九州空港の機能強化（再掲） 

○ 主要幹線道路の整備による市内の渋滞対策、物流ネットワークの機能強化、地

域間の連携・交流促進を図ります。 

○ 物流施設の高度利用・機能強化（再掲） 
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（５）産学官連携による物流施策推進体制の構築 
①背景 

  少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少により、トラックドライバー不足が顕在化

しており、今後、更に進展していくことが予想されています。 

  トラックドライバーの年間労働時間は、全産業平均と比較して、約２割長く、働き

方改革を進める必要があります。長時間労働の一因には、荷待ち時間の発生と

荷役作業（積込み、取卸し）の発生が大きいです。 

  政府は、2050 年カーボンニュートラルと 2030 年温室効果ガス 46％削減

（2013 年度比）することを宣言しました。2018 年度の運輸部門の CO2排出量

は、全体の 18.5%を占めており、排出量削減に向けた取組が求められています。 

  物流施設における業務は、保管のみならず、ピッキング、加工、梱包等、多機能化

しており、それに伴い雇用も生まれていますが、人材の安定的な確保も施設立地

の重要な要素です。また、物流施設へのアクセスの確保など従業員、アルバイト

が働きやすい労働環境等、ニーズが高度・多様化しています。 

  労働力不足や労働環境の改善等への対応のため、物流業界の DX を積極的に

推進する必要があります。物流 DX の実現のためには、物流現場の課題を把握

するとともに、先進技術等も活用した物流の高度化のため、企画・提案できる人

材の育成が必要です。 

②取組の方向性 

  物流が抱える諸課題の解決や、次世代を見据えた持続可能な物流を実現する

ため、物流に携わる事業者、有識者、行政で構成する「（仮称）物流懇話会」を

設立します。 

  勉強会やシンポジウム等を通して、物流の抱える課題の共有や、その解決のため

に必要な方策を深化していくとともに、課題解決に向けた機運の醸成を図ります。 
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③今後の主な取組み（案） 

物流施策推進体制の構築「（仮称）物流懇話会」の設立 

        「（仮称）物流懇話会」において、以下のテーマでシンポジウムや勉強会を実施 

○ 輸配送の効率化・生産性の向上 

  パレットの導入支援を行うことにより、トラック等の荷積み・荷降ろし作業の

効率化を支援します。 

  倉庫等の物流施設内において、産業用ロボットの導入支援を行うことで、倉

庫内作業の効率化や労働生産性の向上を図ります。 

 

○ 次世代物流の実現 

  次世代物流プロセスにおける開発を支援します。 

 

○ 物流人材確保・育成 

  物流施設等において、女性や高齢者など、多様な人材が働き易い職場環境

を整備するための支援を行います。 

  物流人材の確保のため、物流施設等への交通アクセス確保の支援を検討

します。 

  本市の物流業界を牽引していく高度物流人材を創出するため、企業で物流

に携わる社員を対象としたリカレント教育環境の整備を行います。 
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２ 物流施設の集積用地の確保に向けた取組み 
リーディングプロジェクトの実施にあたっては、物流インフラの後背地に物流施設や製造

業等の立地が必要となってきます。後背地にそのような施設が立地できるよう、用地の確保

に向けた取組みを行っていきます。 

高速道路のインターチェンジ周辺や港湾、空港の周辺など交通利便性の高いエリアを物

流施設誘導エリアと設定し、このエリアを中心に、物流施設等の立地を支援していきます。 

このような取組みにより、民間開発を呼び込むことを目指します。 

 

３ 物流リーディングプロジェクト図 
物流リーディングプロジェクトについて、よりイメージし易くなるよう、次ページ以降にプロ

ジェクトの内容を市域の地図上に記載した「物流リーディングプロジェクト図」を掲載してい

ます。 

物流リーディングプロジェクトの推進により、本市の物流活性化を図ります。 
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第７章 まとめ・本市の目指す姿について 

１ 本市の目指す姿 

ここまでの構想の内容を図示すると、下図のとおりになります。 

この構想を推進していくことにより、 

① 陸・海・空の結節点周辺エリアを中心に、物流関連施設の集積を図る 

② 各種輸送モードを組み合わせ、多種多様な物流ニーズと時代の変化に対応できる街 

   を目指します。 

 

 

 

 

 

構想を推進することにより、本市が物流拠点として目指す姿 

①陸・海・空の結節点周辺エリアを中心に、物流関連施設の集積を図る 

②各種輸送モードを組み合わせ、 
多種多様な物流ニーズと時代の変化に対応できる街 
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■本市の目指す姿のイメージ図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 構想の推進により生じる効果 

構想に基づき施策やリーディングプロジェクトを推進することにより、本市物流の

活性化をはじめとして、物流関連施設等への民間投資を呼び込み、雇用の創出を目指し

ます。構想を推進するにあたり、以下のように目標値を定めます。 

 

●構想の推進による効果の目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用の新規創出 

 

 

 

 

 

※[2022～2031 年の 10 年間]は参考値 

物流関連施設等 

への民間投資額 

物流関連施設等の 

立地件数 

[2022～2026 年の 5年間] 

[2022～2026 年の 5年間] 

[2022～2026 年の 5年間] 

[2022～2031 年の 10 年間] 

[2022～2031 年の 10 年間] 

[2022～2031 年の 10 年間] 

延べ 390 億円 

延べ 25 件 

延べ 550 人 

延べ 1,000 億円 

延べ 60 件 

延べ 1,600 人 
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   構想に盛り込んだ施策とリーディングプロジェクトを推進する当面 5 年程度の期間について、

上記の表のとおりに目標値を定めました。また、物流に関する施策の内容が多岐にわたり、その

効果が具体的に現れるまでに要する期間も長短があると考えられることから、より長期の10年

間についても目標値を設定することとしました。 

    第 1 章でも述べたように、物流を取り巻く環境は激変の最中にあることから、その変化の動

向や目標への到達状況等も踏まえて、今後も目標値は適時見直しを行っていく予定です。 

今回策定する構想を全市的に推し進めることにより、上記目標の達成に向けて積極的に取り

組んでいきます。 

 

 

 



.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北九州市 産業経済局 物流拠点推進室  

〒803-8501 福岡県北九州市小倉北区城内 1 番 1号 

TEL : 093-582-2296   FAX : 093-582-1202 

（お問合先） 

 


